
序に代えて 

悠長に序文を述べている暇はない。

序文に代えて，シリーズ（４回の連載）を始めるにあ

たり２つのことをお伝えしたい。１つは，「現在の私の

気持ち」である。そして，もう１つは「私の経歴」である。

「顔 の見えない薬剤師」に対する私の気持ち
怒涛のように押し寄せる医療環境の変化のなかで，と

もすれば，薬剤師は「顔の見えない薬剤師」から脱し切

れない状態にある。

例えば，「病院における医師と医療関係職との役割分担」

に関する厚生労働省医政局長通知（医政発第1228001号，

平成19年12月28日）がそうである。「薬物療法は医師と

看護師で完結」するかのような，薬剤師にとって屈辱的

な内容になっている。

さらに加えて，平成20年10月16日の読売新聞朝刊では，

医療改革に関する８面にも及ぶ大きな提言において，薬

剤師の文字は本文の中に一度も登場してこない。読売新

聞といえば，数千回にもわたる「医療ルネサンス」を連

載するほど医療を熟知し，なおかつ安易に医療バッシン

グに走らない医療の理解者でもある。その読売新聞に

とっても，薬剤師は「顔の見えない薬剤師」だったのだ。

病院薬剤師のみならず，オール薬剤師にとって，まさに

存亡にかかわる重大な危機である。

ちなみに，「医療ルネサンス」編集部の有力メンバーの

M氏（現在は退職）は，私が呼びかけて発足した「司法

薬学研究会」の会員でもあり，薬学と薬剤師に関する貴

重な理解者であった。それだけに，私は大きなショック

を受けている。

そんな折，日本病院薬剤師会から『シリーズ』の執筆

を依頼された。ピンチに直面する今なら，歯に衣を着せ

ずに，思いのたけを率直に述べることができそうである。

耳障りの点があったら，私の思いに免じてお許しいただ

きたい。

「薬 剤師の理解者たる弁護士」としての私の経歴
私の「本籍」は薬学である。昭和30年に東京大学医学

部薬学科（当時の名称）を卒業した。教室は薬品製造学

（菅沢教室）だった。

製薬メーカーに就職して医薬品の研究開発（今で言う

創薬）に約20年間携わり，「考え」あって弁護士となり，

その後の約30年を「医療サイドに立った弁護士」として

今日に至っている。「考え」とは，医薬品バッシングの

嵐が日本中を吹き荒れた昭和40年当時，私はその風潮に

納得できず，「医薬品は人類の貴重な知的財産である」

と訴えたいと思い立ったことである。そのためには，医

療過誤裁判や薬害裁判を見るにつけ薬学の科学的知識だ

けでは足らないので法律家になるべきである，と考えた

のである。

弁護士になってから薬剤師登録を果たして，薬剤師仲

間の一員となって「薬剤師兼弁護士」として至福の時を

謳歌することができた。しかしある時，薬局へのクレー

ム事件の示談交渉の際，「薬剤師兼弁護士」の名刺を出

したところ，「なんだ，お前もグルか」と一喝され，示

談交渉も決裂して散々な結果に終わった。私は，弁護士

業務の厳しさを思い知らされた。ほかにも医療職兼務の

弁護士は存在するだろうが，少なくとも私は，弁護士は

「代理人」であり「本人」であってはならない，ましてや，

コウモリのように中途半端な「良いとこ取り」は許され

ない，と決意した。早速に薬剤師登録を消除し，以後は

中立公正の立場から，「薬剤師の理解者たる弁護士」と

して行動して今日に至っている。

以上のような経緯から，私は次のような順に従って４

回にわたり連載することにした。

第１回： 今なお「顔の見えない薬剤師」であることの原

因を究明し，その反省からスタートすべきであ

る。

第２回： 戦後，最大級の改正といわれる平成17年施行の

改正薬事法は，薬剤師に対して多大の期待をか

けていることを理解し，そのチャンスを活かす

べきである。

第３回： 薬剤師法25条の２に関連し，適正使用情報提供

義務（いわゆる服薬指導）は，その重点を調剤

薬交付時から，その後の経過観察時に移行すべ

きであるとする判例傾向（つまり，180°転換

した）も踏まえ，激動する医療環境のなかで薬

剤師は，薬剤師法25条の２の服薬指導に対して

新たな取り組みをすべきである。
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第４回： 医療環境は，激動とともに新たな分野を生み出

し，医療関係者による新たな役割分担が重要課

題になり，専門薬剤師等による活躍が大いに期

待される。しかし同時に，少なくとも現行法下

では，医師法17条の医師独占業務という「厳然

たる壁」のあることに注意を払う必要がある。

綿密なリーガル・スクリーニングを経た新分野

での活躍でなければならない。

第１回：反省からのスタート 

薬剤師職能の確立を祈念し，今なお「顔の見えない薬

剤師」であり続けていることを，いかに悔しかろうが，

すべての薬剤師は率直に認めるべきである。そして，そ

の理由を突き止めることをもって，今後の発展のスター

ト点と位置づけるべきである，と私は考えている。

薬 剤師は「やってはならないこと」をやってきた
「やってはならないこと」とは，調剤助手を排除する

ことである。

薬剤師の責任の下に，薬剤師がいわゆる調剤助手を

使って調剤することは，薬剤師自身の調剤であり，何ら

違法性のない適法行為である（図表１）。

医師の診療を補助するには看護師という国家資格が要

求されるので，たとえ薬剤師といえども，医師の診療を

補助することはできない。これに対し，薬剤師の調剤を

補助することには何の法的規制もないので，極端に言え

ば，誰でも補助することができる。ただし，知識・技能

の不足する者が補助した場合には事故が起こりやすい。

事故が起これば民事責任として損害賠償請求されること

になるので，薬剤師法違反の観点からではなく，調剤助

手には一定のトレーニングを課することが民法の注意義

務の観点から必須不可欠になる。

現在の激しく進展する医療環境のなかで，薬剤師がい

わゆる計数調剤などに大半の時間と労力を割いていては，

時代に乗り遅れる。オール薬剤師として，地盤沈下をも

たらすことになるだろう。

なお，図表１は日本薬剤師研修センターの「研修セン

ターニュース」（平成19年２月号）の巻頭言に筆者が記

載したものである。発表した当時には多くの薬剤師から

否定的見解がもたらされたが，いずれも法解釈の誤解に

基づくものであった。あるいは，そのように敢えて誤解

することにより，既得権（実は幻）による「ぬるま湯」

の中から飛び出すことができないという防衛的心理によ

るものなのかもしれない。

薬 剤師は「やるべきこと」をやってこなかった
「やるべきこと」とは，医薬品副作用被害（薬害）防止

等の目的で行うボディータッチやバイタルサイン測定で

ある。

患者に対するボディータッチはすべて違法である，と

薬剤師は考えてこなかっただろうか。薬剤師によるボ

ディータッチのすべてが違法になるわけでは決してない。

一定の目的の下に行う時は，適法であるばかりか，薬の

専門家であり，かつ薬の責任者たる薬剤師として「やる

べき行為」だったのである（図表１）。

なお，法律的な解釈に関係する詳しいことは，第４回

で述べる。

薬 剤師は薬の事故でも訴えられることはなかった
医薬品副作用事故（薬害）が発生すると，医師と病院

が訴えられ，薬剤師は訴えられないのがこれまでの通例

であった。患者にとっても，患者の代理人である弁護士

にとっても，薬剤師は「顔の見えない薬剤師」だったの

である。

そのようなことで，薬剤師は「薬の専門家」としては

ともかく，「薬の責任者」と言えるのだろうか。つまり，

薬剤師が本来負うべき責任を，医師が代わりに負ってき

たことになるのではないか。仮に，薬剤師は「薬の専門

家」であり，薬害防止の責任者でないとすれば，「薬の
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専門家」とは何を意味するのだろうか。

原因としては，患者にも，患者を代理する弁護士にも，

薬剤師の顔が見えなかったということであろう。薬剤師

が被告になっていない以上，薬剤師抜きのまま，医師と

病院だけが訴えられるので，裁判官にとっても薬剤師は

「顔の見えない薬剤師」となるわけである。判決を見る

一般の人々もマスコミにとっても，薬剤師は「顔の見え

ない薬剤師」であり続けることになる。患者は金銭的に

救済されても，実際の薬害防止の責任者が不在のままで

は，一向に薬害防止の体制に反映されない。一番の犠牲

者は患者である。現に，繰り返し同様な薬害事故が発生

している。

薬 剤師は新薬事法の意味するところに鈍感だった
平成17年施行の新薬事法は，戦後最大の改正であった

といわれる。旧薬事法の時代から，薬事法の目的は医薬

品の品質（Q），有効性（E），安全性（S）の確保であり，

その骨格自体は新薬事法においても変わることはなかっ

た。ただ，「S」に焦点を当て，「Sの更なる確保」という

ところに重点が置かれたのである。

医薬品の安全性（S）の確保とは何か。いかにも美し

い言葉で，実感が湧かない。美しい言葉は，とかく「き

れい事」に終わる。少なくとも薬の専門家であり，かつ

責任者であるべき薬剤師は，「薬害防止」と鋭く具体的

に認識すべきではないか。そのようにしてこそ，「薬害

防止の責任者」として医師との役割分担が万全に果たせ

るのではなかろうか。

薬 剤師は薬剤師法１条の任務の自覚が不十分だった
TDM（therapeutic drug monitoring）は，薬剤師の重

要業務の１つであり，患者がベストな薬物療法を享受す

るためには不可欠な業務である。しかし残念ながら，そ

の冒頭の作業であるべき採血が「法の壁」に阻まれてい

る（安全血液製剤法30条）。もちろん薬剤師にとって不

幸なことであるが，そもそも肝心の患者にとって不幸な

ことである。薬剤師が採血できる方向へ薬剤師法を改正

することによって，立法的解決をしなければならない。

また，TDMを巡っては薬剤師法１条の最高の任務との

関係でも問題がある。TDMのための検体を得るために，

薬剤師が看護師に採血をお願いして検体を取りにいくと

いう現状があり得るとすれば，問題である。医師と薬剤

師を共にトップに置く「医薬分業の原則」の観点から（医

師法１条，薬剤師法１条），根本的に考え直す必要がある。
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